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資 本 家 支 配 の 根 拠(1)
一 栗原(稲)工 場の事例を使って一

は じ め に

坂 本 雅 則

あ る概.念を考 え た と き,そ の概 念 が研 究.L,有 効 か 否 か を決 め るの は,発 生

一.発展 論 的 ア プ ロ ー チ(HistoricalApproach)か ら い って も関 係一 構 進 講 的

ア プ ロ ー チ(RelationalApproach)か らい って も妥 当 性 を持 つ もの で あ る の

か ど うか とい う こ とが 大 きい だ ろ う。 「支.肥土1と い う概 念 を考 え る と き も この

大 原 則 は 当 て は ま る。

これ まで の企 業 支 配 論 の諸 説 を見 た と き,関 係一 構 叢 論 的 ア プ ロー チ に重 心

が 置 か れ て い た 。 す な わ ち,株 式 会 社 制 度 が..一定 の 普 及 を 見 せ,株 式 の分 散 が

起 きた後 の 企 業 を想 定 し てい るZl。株 式 が 分 散 して い る企 業 は そ れ 自体,一 般

的 に巨 人企 業 で あ る こ とを示 してい るだ ろ うが,企 業 とは大 規 模 巨大 企 業 だ け

で 存 在 す るわ けで は な い。 時.間的 に も空 間 的 に も様 々 な レベ ル の企 業 が 存 在 す

る。 す な わ ち,既 存 研 究 は大 規 模 巨 大株 式 会社 とい う一定 の時 間的 設 定 を した

う えで,そ れ を 関係 一 構 造 論 的 ア プ ロ ー チか ら分 析 し,「 支 配 論 」 を展 開 して

い る。 当然,株 式 会 社 化 した 巨 大企 業 の 支 配分 析 は それ 自体 重 要 な 論 点 で あ る

が,分 析 上 の 「支 配 」 概 念 に.発生一 発 展 論 的 ア プ ロ ー チか らの 妥 当性 を持 た せ

1)「 支配」とは 「社会的剰余の蓄積がどういう社会関係で,ど のように配置 ・使用 ・処分される

のか1,す なわち 「当該の社会システムが持つ生産諸条件の結合形態全体」であると考えている.

坂本雅則 「企業支配論の一視角」『経営学百年一 鳥瞰 と未来展望』経営学史学会年報,文 眞堂,

2000年.221ペ ージから引用。.

2)田 中章喜 「産業資本の所有 と経営」『国士舘政経論J第65号,1988年,72ペ ージに同様の指

摘がある。
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に く くな って い る 。

「企 業 」3}は,理 論 的 に は個 人企 業 を 出.発点 に して い る わ け で あ るか ら,「 企

業 支 配」4;を考 え る と き,個 人 企 業 の 支 配 要 因 分 析 か らは じめ る のが 発 生一 発

展 論 的 ア プ ロ ーチ か ら考 え て妥 当で あ ろ う。 また,個 人 企 業 は 理論 的 に も歴 史

的 に も最 も単 純 な 企 業 形 態 で あ るが ゆ え に,最 も単 純 な形 態 で 「企 業 支 配」 が

表 出す る。 逆 に.言えば,だ か ら こそ従 来 の支 配 論 で は個 人 企 業 は対 象 に入 って

い な い か,わ か りき った もの`〕と して 扱 わ れ て い た 。 しか し,そ こ に陥 穽 が

あ っ た 。

問 題 提 起

企業支配論の学説は,株 式所有 とその構造に理論的根拠を置いた学派(株 式

所有論的経営者支配論)と 経営管理 とその構造に理論的根拠を置いた学派(テ

クノクラート論的経営者支配論)と 励に分けられる。

前者の論者は,企 業に対 して収益を得る機能,権 力を行使する機能,運 営す

る機能"の うち,2番 目を.「支配」 とし,具 体的には取締役(会)の 選出権呂〕

3)「 企業」 とは 「賃労働一 資本関係 とい う社 会関係 を媒介 させた社会的労働過程 を重層構造化 し

た もの」で ある と考 えてい る。坂本,前 掲論 文,222ペ ー ジか ら引用。

4>「 企業 支配」 とは 「生 きた労働であ る賃労働 が どうい う形態で死 んだ労働で ある資本か ら分離

され.そ して,そ れらが結合す る生産諸条件 が どのよ うに所 有 ・統制 ・管理 され てい るのか,そ

の構造は どうな っているのか」であ ると.考えている。坂本,前 掲論文.222ぺ ・一ジか ら引用。

5)す なわち,個 人企業毅 階で は 「所有 と経営(機 能)と 支配」が分化せ ず,資 本家が一 身に体現

してい るとい う認識が資 本主義変質論者 にせ よマ ルキス トにせよ,通 説 である。同様 の問題意識

を共有 し,.イ ギ リスの事例 を使 って,「 資本家」概念 の通説 に再考を迫 ってい る論文 として,田

中章喜の.一連の論文がある。 田中章喜 「産業革命再考」 『国士舘政経論叢』第64号,1958年,同,

前掲論文 「産業資本の所有 と経営」,同 「産業資本 の蓄積様式」 「国士舘 政経論叢」 第66号,1988

年 洞 「産業資 本家像 の轍 のために」r国 士 舘政経 論調 鄭9.号..1988年 を参照・ なお.田 中

の問題 意識は本稿 と同 じで はあ るもの の,「所有 ・経営 ・機 能」の概念的取 り扱い は同 じで はな

し㌔

6)片 岡信之 「経営構造1.企 業論 から経営論へ」(片 岡信 之編 「要説経営学」 文眞堂 、1994年)

86ペ ーージを参.照した。

のA.A.Berle,,irand(3.C,Mean,,Thrneoderncorporationandpri.uproperty,revisededi.

ti.,KewYork,Harcourt,1967,PP、112-114,(北 島忠男訳 『近代株 式.会社 と私有用.産」文 雅堂

銀行研 究所,1959年,147-149ペ ー ジ)を 参照。

8)乃 鼠,P.6石.〔 同訳 書,88ペ ージ)を 参照。
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を想 定 す 乱 株 式 の分 散 ば その 支 配 権 が 法 的所 有 権 か ら分 離 し,所 有 と支 配 の

分 離 を進 行 させ,経 営 者 が 支 配 権 を握 る よ う に な る9}経 営 者 支 配 形 態 の 会 社 が

増 大 して い る とい う論 理 展 開 をす る。

この 学 派 の 「支 配(力)」 は 法律 的 所 有 権 の属 性 と して描 か れ て い るが,法

律 的 所 有 権 に なぜ 支 配(力)が 属 性.と して付 随 して い る の か は 自明 の こ と と

し て 前 提 化 さ れ て い る。 こ の 学 派 の 論 理 で は,株 式 会 社 制 度 の 普 及 以 前 の

「企 業 支 配(力)」 は 法 律 的 所 有 権 者 が 保 持 し て い る こ と に な る が,個 人 企

業1のの所 有 者 は法律 的 所 有権 者 で あ るか ら,そ の属 性 と して の支 配(力)を 行

使 で きた とい うこ とに な る。 は じめ に法律 的所 有 権 あ りきで,至 極,常 識 的 な

考 え 方11〕で あ るが,企 業 にお け る支 配分 析 に お い て理 論 的 に有 効 性 は あ るだ ろ

うか?

本 稿 で は,栗 原稲 工 場 とい う個 人企 業 に お け る,法 律 的所 有 権 の変 遷 と法律

的所 有 権 者 を含 む 諸 主 体 の 諸 活 動 に ス ポ ッ トを 当 て,「 支配 」 が 「法 律 的 所 有

権 」 の属 性 と して 表 出 して い るの か を考 察 す る と と もに,「 所 有 」 「支 配 」 につ

い て の基 礎 的概 念 を再 考 す る。

最 後 に,栗 原(稲)工 場 を 考 察 対 象 と し て 選 択 した 理 由 で あ る が,栗 原

(稲)工 場 に関 す る 「新 事 実 」 を発 掘 す る こ とに分 析 の 力 点 が あ るわ け で は な

く,支 配 構 造 の 原初 的 形 態 が表 出 して い る個 人 企 業 の一 事 例 と して 選 定 した 。

理 論 的 に 言 え ば,「 企 業 支 配 」 の構 造 形 態 は経 営 諸 機 能 が 属 人的 に統 合 して 遂

行 され る支 配 の 貫徹 形態 か ら経 営 諸 機 能 が 諸 主 体 に分 化 して 遂 行 され る支 配 の

貫 徹 形 態 まで が 想定 で き る。 個 人 企 業 で あ って も何 らか の 理 由 で,栗 原.工場 よ

り資 金 調 達 力 が 高 けれ ば経 営 規 模 も大 き くな り,あ る程 度 の 経 営 機 能 の 分化 が

9)10鳳,pp、244-245.〔 同訳書,354-355ペ ージ)を参照。

10)以 後,「個人企業」という表現があるときは株式会社制度が普及する以前の 「個人企業」を指

している。

n)経 営者支配論に対 して,マ ルキス.トから多 くの批判がなされてきているが...一・部を除いてほと

んどは法律的所有権が持つ支配力の健在を強調するに終わっている。すなわち,大 株主もしくは

大資産家探 しをすることで資本家を捜 し出し,立 派に資本主義だと言うわけであるが,こ のよう

な.考え方は経営者支配論者を批判しているかのように見え,実 のところ,支 配の根拠を法律的所

有権に置いている点で全 く同じなのであって,根 本的な批判になっていない。
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起 きて い る場 合 もあ る1z〕だ ろ う し,逆 に栗 原 工 場 よ り もっ と属 人 性 が 強 い 法律

的所 有 権 者 が い る事 例 もない わ けで は な い だ.ろう。 す なわ ち,本 稿 で は,上 記

の理 論 的枠 組 み の最 も属 人 的 な支 配 の貫 徹 形 態 の原 型 の 一 事 例 と して,個 人企

業 と して の栗 原(稲)工 場 が想 定 され てい るわ けで あ ⑫,あ らゆ る個 人企 業 の

支配 形 態 が 本稿 の よ う にな って い る と言 うわ けで は 当 然 な い 。

1栗 原 稲 工 場 前 史1=弔}

栗原.イネは1852年,栃 木に生まれ,27歳 で夫婦で上京し,生 活苦から賃機を

はじめる。その後,賃 機の織賃,織 工の賃金が下落したことを契機に,明 治1.7

年,栗 原稲工場を創業する。

明治17年 までの支配構造を考えてみると,源 材料 ・加工製品は商人が持って

来て,完 成品を再び取 りに来る。.購買過程,販 売過程は商人に握られてお り,

その点では商人に従属 している。一方,製 造過程に関しては商人が介入できる

余地 ・根拠 ・必要性はな く,自 主的に管理 している。 しかし,商 人間の競争関

係が製造過程に介入する契機 ・動機を引き起こす。

イネの生活上の貧苦,.独立 自営業者の多さ,製 造上の戦略的課題は純技術的

より人的努力に力点があることを考えたと.き,こ の段階での社会的労働過程に

おける製造過程の重要性は相対的に小 さく,そ れと反比例 して,購 買 ・販売を

握る商人の支配権力は圧倒的に大.きく,収 益的支配権力だけでなく司令的支配

権力をもイネ.と分有 していたといえる。.田..・方,独 立 自営業者のイネは自分自身

に対 して司令的支配権力を保持 しているとはいえ,制 約的支配権力に力点が

あったといえる1艦,

12)田 中は,前 掲論文で イギ リスの例 としてではあ るが,所 有者 と経営者 とが分化 している事例 を

取 り救 い,通 説 を批判 してい る。す なわ ち,歴 史的 には時空条件によ り 致 している場合 もあれ

ば,そ うでない場合 もあ り得 る。

13)大 同毛織株式会社資料室 「糸ひとす じ一 人:同毛織の歴 史 とその中における栗原 ウメ 』文

祥堂,1960年,32-35ペ ージを参照。

14)筆 者 は,「企業 における支配権力」は司令的支配権力 ・制約 的支配権力 ・収益 的支配権力が弁

証法的に構 成 している と考 えている。詳 しくは結諸邦で行 う。
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11支 配 構 造1:明 治17年 か ら明治36年 まで

1概 観

創 業 して か ら イ ネの 奮 闘が 実 り,明 治23年 の 内 国勧 業1尊覧 会 で は 三等 有 功 賞

を も獲 得 す る ほ どの製 品 の質 を持 って い だ%明 治25年 に は,資 本 金 が1000円

と な るほ ど経 営 規 模 は拡 大 し,息 子 で あ る幸 八 を 東 京 工業 学 校 へ人 学 させ てい

る。幸 八 は 染色 法 な ど多 くを学 び,彼 の 研 究 熱心 さ とい う資 質16〕に イ ネ の果 敢

な実 地応 用 化 が重 な って,製 品 が 多 様 化 した 。

明 治25年.9月,為 替 相 場 の関 係 で 原 綿 価 格 が 高騰 し,原 糸 の払 底 を招 き,着

尺 物 の 生 塵 は引 き合 わ ず,新 機 軸 の紋 織 物 を手 が け る必 要 性 に迫 られ た罵。 こ

の危 機 に対 して二 つ の戦 略 が 取 られ た 。

ま劣 輸 出 向 け紋 織 物 生 産 が なさ れ た 。 マ つ の ル 」 トは,足 利 の先 駆 的 機 業

家 で あ る岩 本 良助 の委 託 て,も う一 つ の ル ー トは,日 本橋 の 中 国向 け貿 易 商 小

松 久古 商店 の.E海 出張 所 を経 た 輸 出 で あ る。 この小 松 商 店 ル ー トは,イ ネ と久

吉 の母 が 親 交 が 厚 か った とい う,著 し く個 人 的 な 人脈 を利 用 した も のだ った 。

も う一 つ の戦 略 と して,国 内 市場 の 開拓 が な さ れ た 。 イ ネ と幸 八 は,明 治26

年 当 時,市 場 に現 れ て い た 西 陣 製 紋御 召 に 注 目 し,.そ れ を瓦 斯 糸 で 織 る こ と を

考 案 して い た'%ち ょ う どそ うい う と き,偶 然 に も弟 で あ る和.市か ら瓦 斯 糸L9レ

で風 通 織 を織 る方 法 が あ る とい う情 報 を イ ネ が 聞 き,早 速,幸 八 に研 究 させ,

実践 し,苦 心 の末,明 治29年 に 瓦 斯模 擬 風 通 織 を完 成 させ た。 これ は圧 倒 的 な

売 れ 行 きを示 す こと とな る。 明 治33年 の織 物 博 覧 会,明 治36年 の内 国 勧 業博 覧

会 に瓦 斯 風 通 織 が 出 展 され,.そ れ ぞ れ 金牌 ・銀 牌,2等 賞 を獲 得 す るほ ど画期

15〕 同上書,41ペ ージを参照。

15)同 上書,59ペ ージを.参照.

17)・同上書,52ペ ージを参照.

18)同 上書,53ペ ージを参照.

19}「 瓦斯糸は品質優良な細口綿糸を瓦漸畑中を適当な速度で通過させて,糸 の表面の毛のみを焼

き去ったもので,普 通の綿糸よりも表面が滑らかで光沢に富む糸」であり,1877年 にイギリ.スか

ら輸入されたり塩澤君夫 ・近藤哲;栄福 「織物業の発展と寄生地主制』お茶の水書房,19呂5年,.83

ページD
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的 な もので あ った 。 この擬 風 通 は,の ち にモ ス リ ン織 に移 るま で,栗 原 稲 工 場

に とっ て主 力 商 品 とな り匙D,,資本 金 と生 産価 額 も一気 に伸 び だ%

日清 戦 争 後,綿 製 品市 場 は活 況 を呈 して,生 産 増 加 を見 て い た が,明 治33年

に入 ろ て,ニ ュ「 ヨー ク金 融 市 場 の 行 き詰 ま り,北 清 地 方 の水 害 ・虫害 が海 外

市場 へ の 生 糸 ・綿 糸 布 の輸 出 を困 難 に させ,不 況 とな る。 さ らに,北 清 事 変 勃

発 は,輸 出 の40%を 清 市 場 に依 存 す る綿 業 に 大 きな打 撃 を 与 え,加 え て前 年 来

の 世 界 的綿 花 高 騰 も重 な っ て紡 績 業 を窮 地 に 追 い 込 ん だ 。 こ う して 日本 は明 治

33,34年 と全 般 的恐 慌 状 態 とな り,中 で も企 業体 質 が 弱体 で信 用.取引 き の多 い

織物 業 の 打 撃 は極 め て 大 きか った靴 な お,明 治36年,綿 織物 か ら毛 織 物 へ の

転換 を期 に,栗 原 稲 工 場 は栗 原 工 場 と改 め られ,イ ネ は 事 業 の 一 切 を幸 八 へ

譲 った。

2東 京の綿織物市場における栗原稲工場 の位置鮒

イネ は東 京 双 子 縞 を 主 力 商 品 と して.r場.を 創 業 す るが,こ の 双 子 縞 は維 新 後

の明 治ユ6,17年 頃 か らは 瓦 斯 糸 を使 用す る よ うに な り;八 圭 子 ・青 梅 か ら埼 玉

県 一 帯 で 広 く生 産 され る こ と とな る 。 口清 ・日露 戦 争 前 後 に は東 京 の 下谷 ・千

住 ・浅 草 ・本 所 ・深 川 で盛 ん に 製織 され る よ う に な るが,経 営 規模 的 に は家 内

工 業,工 場 制 手 工 業程 度 で あ っ た。 イ ネ もこ う した 小 機 業 家 の 一 人 と して 出発

.した ので あ る。

商 品 構 成 の 推 移 と して は,創 業 時 の主 力 商 品 は双 子 縞 だ けで あ った が,イ ネ

の懸 命 な 努 力 ・商 品市 場 の好 条 件 ・安 価 な労 働 力 等卸 が 重 な り軌道 に は 乗 っ た。

しか し,同 じ商 品.だけ を た だ ひ たす ら織 るだ けで 企 業 が存 在 で き るはず もな く,

20)大 同毛織株式会社資料室,前 掲書.54-55ペ ージを参照。

21)同 上書,63ペ ージ,第3表 を参照。

22)同 上書,135ぺ ・一ジを参照.ま た,136ペ ージに 「 ・方には原料買入の負債を負い,他 方には製

品の始末に困じついに投げ売りをなすもの生じ,相 場は大下落ををなし,休業するもの続々現れ,

京都付近,大 和河内等を始め,名 古屋武州両毛地方漸く危機に切迫 しつあ り」という明治34年5

月25日号の.東洋経済新報の記事がある。

23〕 同上書,38-39ペ ージを参照。

24)同 上書,37ペ ージを参照。
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明治21,22年 に は瓦 斯 双 子縞 を,さ らに 明治23年 に は綿 縮 を商 品 と して加 え て

い る。 こ の綿 縮 は.イネの郷 里 で あ る栃 木 県 佐 野 地 方 の 特 産 品 で あ った 。 明 治25

年 の幸 八 の学 校 進 学 は商 品 の 多様 化 を さ らに進 め,亜 麻 織 ・瓦斯 四つ 織 ・はか

ま地 ・黒 八 丈 ・綿 絹 が,明 治26年 に は紋 甲斐 絹,毛 糸 を使 った 婦 人用 肩 掛,夏

用 の 瓦斯 吉 野 織 ・冬 用 の毛 糸 の 混 ぜ た吉 野織,明 治27,28年 に は ジ ャ カー ドに

よ る 毛 糸 男 物 襟 巻 き,敷 布,綿 毛 交 織 セ ル が 加 わ る2≡〕。 ま た,瓦 斯 模 擬 風 通 織

が 明 治29年 に商 品 と して加 わ る。

明 治34年5月 に は機 業 の 恐 慌 状 態 は悪 化 し,相 場 が 大 暴 落 し,回 復 は35,36

年 ま で か か っ た。 織 物 業 一 般 の 状 態 に対 して,栗 原 稲 工 場 そ の他 の 東 京 の綿 織

布 業 者 は比 較 的高 級 品 で あ る国 内 市 場 向 け製 品 の生 産 が 中心 で あ った た め に直

接 的 な影 響 は受 け なか った もの の,各 地 の機 業 家 の経 営 困難 が 間接 的 に影 響 す

る こ とに な る 。す なわ ち,般 織 物 市場 の 不 説か ら脱 出 を はか る地 方 の機 業 家

が 東 京 の 高級 織 物 製 品 を模 造 し は じめ,生 産 諸 費用 が比 較 的安 価 な足 利,技 術

的 に 高度 で あ った尾 西 が 東 京 の業 者 を苦 しめ る こ とに な るZ㌔

栗 原稲 工場 もそ の例 外 で は な く,明 治33年 頃 に は埼 玉地 方 に模 造 品が 現 れ は

じめ た.そ こで,栗 原 母子 は危 機 打 開 策 と して,新 製 品 開発 に着 手 す る。 幸 八

は 明 治34年 に 再 び東 京 高 等 工 業 学 校 の付 属 工 業補 習 学校 へ聴 講生 と して通 学 し,

染 色 ・機 織 ・整 理 仕 上 方 法 につ い て の実 地 研 究 を行 った 鋤。.この幸 八 の 通 学 に

よ り,原 料 糸 と して シ ル ケ ッ ト(擬 絹 糸)を 用 い は じ め,山 吹 三 寸 ・絹 縦 九

寸 ・東 華 織 ・綿 毛 交織 縞 セ ル ・小 波 縮 ・稲 丸 紬 ・幾代 紬 ・金通 な ど20種 近 い 新

商 品 を作 り出 した2㌦

しか し,こ れ ら新 商 品 開発 が 根 本 的 な解 決 には な らな い こ とを知 って いた 幸

八 は小 幅 綿織 着尺 地 そ の もの を止 め,当 時 の 未 開 拓 の 広 幅 毛織 着 尺 地 に活 路 を

見 つ け る こ とを 決 意.し,セ ル製 織 に取 りか か り,gち にモ ス リ ン製 織 専 業 に ま

25)同 上書,58-59ペ ージ。

26.)同 ヒ書,.ユ36ページを参照。.

27).同 ヒ書,133ペ ージを参照。

28)同 上書,134ペ ージを参照。
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3社 会的労働過程分析

1)資 金(循 環)構 造

まず,創 業資金であるが,蓄 積 した自己資金200円 と遠縁にあたる東南とい

う相撲取 りに100円 を借 りて,.合計300円 隅1}}を元手に郷里から7台 の機と数人の

熟練織子を雇用 した3%明 治22,23年 頃までは経営上,資 金に余裕はなく,商

品の売 ヒ金はほとんど原料代に流れていたようで32),資金的余裕は瓦斯糸によ

る綿織を始めた後の明治25年 頃からである。

明治25年 の原綿価格高騰で新機軸を出す必要に迫られて,明 治29年 に瓦斯模

擬風通織を完成させるわけであるが,資 本金は5,00⑪円,生 産価額11,000円 と

なっている。経営規模の拡大に照応 して,明 治29年 から土地の買入れ,明 治31

年から株券の購入も始まる。また,明 治31年 には帝国商業銀行,明 治33年 には

住友銀行とも取引を始めている。その他,今 井家,田 口家,名 倉家,遠 藤本吉

と金融的関係があ り,中 で も金融的に依存 したのは大地主瀧田家尉 と久保家

だった。最後 に,こ の時期の資本金 ・生産額の推移謝を第1表 に記す。

2)労 働結合過程 としての経営構造 とその機能的媒介主体

まず,生 産諸要素であるが,創 業時の資金調達機能はイ.ネ自身の猛烈な労働

と信用を梃子 にイネ自身が遂行 し,生 産諸手段の購買過程にしても,機 と労働

者は自らの郷里を媒介させて,商 品の質を決定付げることで販売力を大きく左

右すると言える双子の糸の購買に関 しても,そ れを藍に染める.ヒで,市 内の染

屋では満足せず,船 に乗 り,さ らに歩.いて埼玉県越ヶ谷にある瀧田文左衛門や

29)同 上 書,137ペ ー ジを参 照 。

3① 同 上 書,50ペ ー ジに 「最 初300円 で あ っ た資 金.」 とい う記 述 か ら200円 は 蓄 積 に よ る 自己 資 金 で

あ る と推 察 した。

31)同..ヒ 書,35-36ペ ー ジ を 参 照。

32)同 上書,47ペ ー ジ を参 照 。

33)瀧 田 家 と は糸 染 の頼 み 先 か らの 付 き合 い で あ る 。

34)同 上書,63ペ ー ジ と139ペ ー ジ を参 照 。
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年 次 資本金 〔資産) 生産価額 年 次 資本金(資 産) 生産価額

明治25年 1,000.円 5,Qoo円 明治31年 8,000円 15,000円

26 　 6,000 32 12,000 21,000

27 2,000 6,800 33 16,000 30,000

28

一

7,000 34 18,000 32,000

29 5,000 1工,000 35 20,000 40,000

30 6,000 12,000 36 20,000 40,000

石 井 仙 蔵 の とこ ろ まで 自 らが 持 って 行 って い だ ㌔ す な わ ち,あ らゆ る意 味 で

の 購 買 過程 をイ ネ 自身 が遂 行 してい た 。 また,持 機 数 は,明 治23年 に 内機14台,

下 機17含6}で,紋 織 物 が 開始 され る明 治27年 に50台,明 治28年 に60台,明 治29

年 に は68台 と増 大 しつ づ け,風 通 織 が 成 功 した 明 治30年 に は一 気 に90台 切まで

に な り,着 実 に拡 大 さ せ て い る 。 明 治35,36年 の段 階 で,ジ ャ カー ド機80台 ・

二 幅 織 機10台,工 女100人 で,内 訳 は反 織40人,残 り`ま年 期 工 女 で.あ り,男 の

工 員 は全 部 で8人 で あ った 。

次 に 明治20年 代 にお け る労 働 の 結合 過 程 で あ るが,織 子 に渡 す 機 の 「下 ご し

らえ押 が 朝 早 くか ら晩 まで 遂 行 きれ,同 時 に原 料 の 買 入 れ,糸 染 め の手 配,

製 品 の売 りさ ば きが 行 わ れ る。 製 造 過程 を.含む経 営 諸 過 程 のす べ て に イ ネは 関

与 し遂 行 さ え して い る踊。 す な わ ち,下 ご し らえ を して 自 ら も機 織 り を しつ つ,

他 の熟 練 女 工 を指 導 ・監 督 して い る。

明 治18年 に は 当時 の一 流 大 問 屋 で あ る中 島 政 次郎 商 店 と取 引 を 開始 す る こ と

に な り畑,明 治22,23年 には,品 質 が 良 い こ と ・納 期 を厳 守 す る営 業 態 度 が 認

35)同 上書,40ペ ージを参照,

36)同 上書,48.49ペ ージを参照.な お,ド 機 とは桜台を貸出 し,糸 が親機か ら供給 され.栗 原の

販売先へ商品を供給 する。いわ ば子会社 りような ものである。

37)同L書,66ペ ージを参照。

38)こ こでい う1「 ご しらえ」 とは機織 りとい う⊥程までに しなけれ ばならない準備 をの ことで.

具体的には糸繰 り ・管巻 き ・機経 ・春節 とい う.1:程の 「糸ご しらえ.」と小 間通 し ・箴通 しとい う

Il程の 「機 ごしらえ」 とを指す。 同 ヒ書,85-91ペ ージまで を参照。

39)同 上書,39ペ ー ジを参 照。

40)中 島商店 との取引 も,イ ネが納 入す る商品の品質の良さ とそれを基 礎づ ける技術力 を契機に/
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め られ,中 島 政次 郎 商 店 以 外 に,一 流 問 屋 で あ った 下 村 忠 兵衛 商店,芳 賀 芳 之

助 商 店,佐 羽 吉右 衛 門商 店 と も取 引 を開 始 す る こ と に成功 しだ%

さ らに,あ る程 度 の経営 規 模 に な る明 治30年 代 の 労働 結 合 過程 を見 て み る 。

まず 原 料 糸 で あ る 瓦斯 糸 を外 部 の染 工 場 に出 す 。 染 糸 が戻 って きて,工 場 で の

仕 事 が 始 ま る。 「下 ご しら え」 の 後,.「織 りつ け」 とい って,機 職 人 が は じめ の

二 寸 ほ ど見 本 織 りして 工女 に示 し,実 際 に 「機 織 り」 が 始 ま り,最 後 に,双 子

縞 とい った 綿 織 物 の 場 合 は 木槌 で た た い て地 の 目 をつ ぶ し なが らつ や を出 し,

擬風 通 の 場 合 は 薄 糊 を つ け て か らた た い てつ や を 出 し,綿 縮 の 場 合 は水 につ け

て糊 を落 と し,も ん で 縮 ま せ て,し ぼ を 出す な ど,い わ ゆ る 「仕 上 げ 」 で終 わ

る切D

糸 繰 りは易 しい 仕事 で あ るた め,ま だ機 織 が で き ない 年 期 工 女 が 行 う。毎 朝,.

一定 の割 り当 て を 行 い
,夜 ま で に仕 上 げ させ る.通 い の工 女,賃 繰 りの 年寄 女

も来 るた め,仕 事が 割 り振 られ る。 ま た,織 子 の う ち,一 日 に仕 上 げ るべ き織

高 が 決 め られ た請 取 仕 事 を年 期 工 女 も行 う卿。 これ ら一連 の仕 事..ヒの指 示 は,

イ ネの 命 を受 け た ウ.メが行 っ て い る。 糸 繰 りの.後,管 巻 き ・機 経 ・巻節 に関 し

て は特 定 の受 け持 ち は な く,イ ネ ・ウメ ・徒 弟 ・小 僧 ・女 中の うち手 の 空 い て

い る者 が 交 代 で 間 断 な く行 った 。

機 ご しら え は 白井 ・井 上 とい った職 人が 受 け持 った が,新 案 出 の織 物 の と き

だ け は幸 八 が 実 際 に織 りつ け を行 った。 紋 織 物 の場 合,ま ず 幸 八 が織 物 の 図柄

を描 き,こ れ を外 部 の職 人,原 田森 太 郎 に渡 して 方 眼 紙 に記 さ せ,次 に 白井 ・

渡 辺 が 紋 切 り台 を足 で 踏 み なが ら.紋紙 に模 様 の穴 をあ け,紋 紙 を ジ ャ カー ド機

に取 り付 けて 幸 八 が織 りつ け を行 っ た。

各 男 工 の 割 り当 て と して は,土 方 文 次 郎 は工 場 関係 の 一切 の帳 付 け と接 客 を

＼ 開 始 さ れ る。.同上 書,47ペ ー ジ を参 照 。

41)同 上書,41ペ ー ジ に よ る と.明 治25,26年 頃 に は 稲.艮:場の 双子 織 が東 京 市 場 で の一 等 品 と して,

他 品 よ り5銭 ほ ど上 値 で 取 り引 ぎさ れ た ほ どで あ った とい う。

42)同 上書,88-93ペ ー ジを 参照,

43)同 上書,94-95ペ ー ジを 参照 。
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行 い,安 部勇 六 は織 物 の仕 上 げ,白 井 雅 雄 は 織 物 の準 備,井 上嘉 一 は織 方 の指

導 ・監 督 を遂 行 し,事 実 上 の工 場 作 業 責 任 者 で あ っ た娼〕。 機 ご しら え は 白井 と

井 上 が 遂 行 し,白 井 は 全 体 の 監 督,井 上 は 織 りつ け 専 門で,仕 上 げ は 阿 部 が

行 った 。 阿部 ・井 上 の後 に徒 弟 と して 入 った 者 と して,明 治30年 に渡 辺 市 右 衛

門 が,明 治33年 に は石 井 軍 之 介 が い た 。 彼 ら徒弟 は イ ネ との多 少 の縁 故 関 係 を

介 して 入 って い る。

実 際 に製 織 工 程 を揮 う年 期 工 女 は,14,5歳 も し くは17,8歳 で きて,3年

か ら5年 の年 期 を奉 公 す る。 反 織 工 女 とは,年 期 上 が りの者 と最 初 か ら反織 り

と して働 く者 との 二 種 類 に 区 別 さ れ,請 負 賃 金で 雇 わ れ る。 住 み 込 み で はあ る

もの の,勤 め 上 の 拘 束 は 年 期 よ りは か な り緩 く,賃 金 も良 か った4%

30年 代 の原 料 取 引 に 関 して は,綿 糸 が平 沼商 店,毛 糸 が 藤 森 治 平 商 店 と取 引

し,製 品 取 引 は中 島 ・下村 ・堀 口 ・古 川 ・田 中辰 造 商 店 と取 引 して い る4㌔

4機 能的媒.介主体の 「戦略性」

ここでは各活動主体の戦略的位置を考察するが,何 に対 して 「戦略的」であ

るかは,当 該企業が存在 し続ける基礎を形成する,内 在する資本の増殖運動に

対 してである。すなわち,主 力商品の生産過程を形成する経営構造上の.}体 の

位置が,こ こでいう 「戦略性」である。

1)イ ネの構造的位置

まず明治20年代の.イネの構造的位置であるが,栗 原稲工場の創業は,労 働 と

労働諸条件 との分化を決定付ける資本主義的生産の開始であり,ま さに歴.史的

分化47:1である。しか し,こ れまでの具体的分析か らわかるように,イ ネは 「生

産手段の所有者」という.抽象性を根拠に司.令的支配権力を行使できたわけでは

ない。創業時に生産手段を購入するのに必要な一定額の資金は彼女の労働の産

44>同 上 書,80ペ ー ジを 参 照 。

45)同.L書,87ペ ー ジを 参 照 。

46>同 上 書,144ペ ー ジ を参 照 。

47)「 歴 史 的 分 化 」 につ い て の理 論 的 考 察 は,坂 本.前 掲 論 文223ペ ー ジ を参 照 し てほ しい.
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物 で あ る し,ま た,資 金 は それ 自体 で増 殖 す るはず もな く,経 営 過程 上 の 資 金

調達 ・購 買 ・作 業 ・作 業 管 理 ・品 質 管理 ・製 品 開発 ・人材 育 成 ・販 売姻 等 の彼

女 の 諸労 働 が 総 体 と して彼 女 の 司 令 的 支 配権 力 の根 拠 を形 成 した とい え る。 た

とえ ば,明 治25年 に,イ ネ は幸 八 を 工業 学校 へ 入学 させ,染 織 の新 知 識 を学 ば

せ て い る が,こ れ は単 に息 子 に学 を付 け させ た い とい う親 心 な どで はな く,自

工場 の 製 品 多様 化 を見 込 んだ 「投 資 」 とい う戦 略 的意 志 決 定 で あ った 。

この 時期 の稲 工 場 の ・ヒ力 商 品 は手機 が 中心 で あ ったが ゆ え に,彼 女の労 働 の

中 で も機 織 りの腕 前 の 人 並 み 外 れ た 優 秀 さ は彼 女 の命 令 的 支 配 権 力 の 中 心 で

あ っ た と い え る.熟 練 工女 ばか りの この時 代 で も,織 子4,50人 い て,イ ネ と

同等 の者 は一 割 もお らず,機 織 り,糸 扱 い につ い て の早 さ と巧 み さ はず ば 抜 け

てい た491と い う。

次 に,明 治3⑪年代 に 入 り,幸 八 が擬 風 通 を完 成 さ せ た ま さ に そ の年 に,イ ネ

は洋 糸 の160&一 この 細 糸 で は どの機 屋 も し りごみ した とい う を 用 い て.

精 巧 な綿 織 物 を織 り出 した 。 また,180番 も 自 由 自在 に使 い こな し,そ れ ぞ れ

明 治29年,33年 に 「六 十 細 」 「八 十 細 」 とい う名 で 売 り出 して い る働。擬 風 通

同様,品 質優 良 な綿 織 物 は明 治30年 代 の栗 原 稲 工 場 の主 力 商 品 の....一つ で あ った

か ら,こ の 時期 で さ え,イ ネ の技 術 力 は 十 分 に司令 的支 配 権 力 を確 保 で きた と

い え る。 す な わ ち,明 治30年 代 に入 り,幸 八 の活 動 が拡 大 して くるか ら とい っ

て イ ネ の 活 動 が 縮 小 した わ け で は な く,明 治20年 代 に 比 べ れ ば 相 対 的 に は 弱

ま った とい え るが,機 織 船の関 して は1日 中工 場 内 を駆 けず り回 り,撥 音 だ け

で 故 障箇 所 を.見つ け る こ とが で きた ほ どで あ った5】,とい う。 朝 は5時 か ら夜 は

くず 糸 の 整理 と文 字 通 り朝 か ら晩 まで働 い た謝。

48)小 松久吉商店 を媒介 にして.L海 へ輸 出 した とき も,イ ネの個人的 な人間関係を利用 した もので

あ った.大 同毛織株式会社資料室,前 掲書,53ペ ージを参照。

49)同 上書,97ペ ージを参照。

50)同 上書,協 ページを参照。

51)同 上書,100ペ ージを参照。

52>同 上書,105ペ ー ジを参照。
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2)幸 八 ・和 市 の構 造 的位 置

ま ず幸 八 で あ るが,創 業 当 時 は彼 は ま だ幼 く何 の経 営 機 能 も果 た して い な い

が,旧 制 小 学 校 を終 えた16歳 で 糸 ご し らえ,帳 簿 の記 入,反 物 の 納 入 ま で す る

よ う にな って い る田〉。 同年 に一 業 学 校 へ行 っ て か らは,そ こ で学 ん だ 知識 が栗

原 稲 工場 の経 営 に大 き く影 響 す る よ うに な る。 幸 八 な く して は,明 治25,26,

27,28年 の商 品 の 多 様 化,明 治29年 の 瓦 斯 模 擬 風 通 織 ・大 島 風 通 の 誕 生 は な

か った とい え る。 い わ ば,研 究 開 発機 能 を遂 行 して い た と言 え る。 稲 工場 の他

の 商 品が 問屋 の特 約 商 品 で あ った こ とが多 か った の に対 して,風 通 織 に 関 して

は栗 原 稲 工 場 自身 の独 占的 商 品 で あ り,そ の こ とに よ る当 工 場 の 貢 献 の 度 合 い

は 生 産価 額 が 一 気 に伸 びて い る こ とか ら も,稲 工 場 に とって どれ ほ ど戦 略 的 商

品 で あ ったか を示 して い る とい え る。 す な わ ち,こ の こ ろか ら事 実 上,幸.八 の

存 在 は 当工 場 に内 在 す る資 本 の機 能 的担 い手 と して の資 本 家 的 活 動 の.部 を肩

代 わ りす る よ うに な っ てい る。

明 治30年 代 に はい るTと,栗 原稲.L場 は イネ を 中心 とす る品 質 優 良 な 双 子織 と

幸 八 を 中心 とす る斬 新 な風 通織 とい う代 表 的 な両 製 品 で 多 大 な利 益 を あ げ,工

場 の基 礎 を さ らに強 固 な もの に して い た鋤。

紋 織 物 は,織 りつ け にか か る まで.に前 ⊥ 程 が あ り,幸 八 は 織 物 の 図 柄 を 描 き,

新 案 出 の もの は彼 自身 が 織 りつ けを行 っだ5〕。 華 人 の技術 力 が伺 え る。

ま た,幸 八 が 考 案 して使 用 した機 械 と して,毛 ベ リの 整 理 機 械(明 治37年),

モ ス リ ン用 の糊 付 機 二機(明 治39,42年)が 代 表 的 で あ るが,こ の 時 期 に も考

案 ・試作 した機 械 器 具 は数 多 い鋤。 栗 原 稲 工 場 の競 争 力 の源 泉 は斬 新 優 良 な織

53)同 上書,45ペ ー ジを参照。

54)同 上書,57ペ ー ジを参照σ

55)同 上書,98ペ ー ジを参照。

56)同 ヒ書,118-120ペ ー ジを参照。明治34年 には木製力織機,38年 には木製 ガス焼機 を製作 して

いる。特 に糊付機改良型は ドイ ツか らの最新型 と根本原理が同 じであ った とい うことか ら して も

幸八 の技術 力の高さを うかが える。124ペ ージ も参照。 また,念 のために言 えば,こ れ らの技 術

の創作 ・改良は資本 主義的枠組み の中で の導 入であ る と言 うことであ る。機械化 されたか ら と

いって別 に労働時間が短縮されたので は当然 な く,資 本蓄積のための省力化 であ ったのはい うま

で もない。
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物の製造 とその能率的生産 にあった。そのために,在 来あるいは先進の技術 ・

機械器具を取 り入れるばか りでな く,そ の応用と改良,考 案 ・創作 に努力す

る麟必要があ り,そ こにこそ当該資本の存続を左右する要因があったわけであ

るから,そ うい う意味で幸八に支配権力が付与された。

下機の大部分は紋織物を扱え得なかったが,そ の理由として,① 図柄を盗用

して製品を模造するという危険性があり,委 託を止めた謝という競争戦略上の

理由,② ジャカ「 ド機で織る紋織物は機ごしらえ ・針の取替えなどに専門の職

人が必要で,織 り方もち ょρとした不出来で柄模様が不均質になδて しまうこ

となどで問屋からす ぐに不良品となってしまう細 という商品の特殊性,が 影響

していた。すなわち,ま さにイネと幸八のそれぞれの技術力が揃って始めて商

品化で きたことを証明 しているし,彼 らの支配権力を構成 した。ここには当該

資本の増殖上のイネと幸八の戦略的重要性 と資本増殖上の人格性の制約が如実

に現れている。

実際,明 治33年 に模造品が出始めたころも,再 び学校へ通い,染 色 ・機織 ・

整理仕上方法についての実地研究を行うとともに,未 開拓の広幅毛織着尺地に

活路を見出す ことを考えていたのも彼であった。もうすでに,当 面の戦術的な

ことから中 ・長期的戦略までを考えて行動 している。逆にいえば,彼 の先見の

明こそが栗原稲工場を存在 し続けさせることを可能にさせたのである。

イネの活動に幸八の活動が付加 したことで,明 治29年 以降,資 本金 ・生産価

額はかな り増大 しており,経 営規模は拡大した。明治20年代から見れば,.イ ネ

の命令的支配権力 とは逆に,幸 八の司令的支配権力は相対的に増大 したといえ

る。.イネが,明 治36年 の毛織物への転換を境に事業の 切 を幸八に譲った背景

には,以 上のような社会的労働過程における戦略的な位置に幸八が出てきたか

らであったといえる。換言すれば,現 実的な支配権力の構造変化に合わせるよ.

57)同 上 書,117ペ ー ジを 参 照 。

58).同 上書,132ペ ー ジを 参 照 。

59)同 上 書,129ペ ー ジを 参 照 。
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うに,法 形 式 的枠 が 変化 した の で あ る。

次 に和 市 で あ る が,幸 八 の進 学 前 の知 識 面 を担 当 した 。 明 治13,14年 頃か ら,

正 藍 染 で は 出 し きれ な い染 料 を 出せ る輸 入人 工 染 料 が用 い られ始 め るが ,.人 工

染料 の使 用 法 に未 熟 で あ っ たた め に粗雑 な 染 色 で あ った 。 そ の 問題 に率 先 して

取 り組 み,染 色 法 を 習得 ・研 究 ・普 及 さ せ た の が 和 市 で あ った 曲。稲.r*の 双

子 縞 の藕 糸 に は早 くか ら人 工 染料 に よる新 種 の色 が 採 用 され て お り,そ こ には

和 市 の技 術 が 存在 した の で あ る 。 これ は商 品 の販 売 力 ・競 争 力 を左 右 した と言

え るか ら,そ うい う意 味 で20年 代 の稲 工 場 に とって,和 市 の 活動 も欠 く こ との

.で き ない もの で あ った 。

3)問 屋 ・下機 の構 造 的位 置

栗 原 稲 工 場 は,他 の小 機 業 一般 に もれず,関 係 問 屋 の役 割 は当 然 無 視 で きず,

原 料 購 入先 ・販 売 先 と して の 問屋 は 重 要 な役 割 を果 した胡。稲 工場 で 生 産 さ れ

る製 品 は あ くまで 「商 品」 で あ って,販 売 され,利 益 が 出 て 初 め て 商 品 と して

の正 当性 を獲 得 す る。換 言 す れ ば,栗 原 工 場 を介 して 結 合 した 労働 は 販売 を実

現 して 初 め て,そ の社 会 的 意 義 を獲 得 で き る。

明 治20年 代 の問 屋 は,特 殊 な織 物 の 場 合 に 原 料 を 前貸 して織 らせ た り(購 買

過 程),染 色 に して も顧 客 の 好 み を伝 え た り,.色 あ い等 につ い て の 指 図(マ ー

ケ テ ィ ング機 能)ま で す る こ とが しば しば あ ろ た り,下 村 商 店 の よ う に 自商店

の 特 約 品 を織 らせ た り,そ この商 標 で 販 売 され る こ と もあ った ほ どだ った 。す

な わ ち,経 営 過程 上 の重 要性 ・当時 の商 品 納.入者 は小 規模 で競 争 が激 しか った

こ とに こそ,問 屋 の支 配 権 力 の源 泉 が 存 在 した の で あ る。栗 原 工 場 が 小 規 模 で

あ るが ゆ え に,製 造 過 程 を担 う製 造 企 業 に対 す る,購 買 過 程 ・販 売 過 程 を担 う

問屋 の 支配 権 力 は構 造 的 に設 定 され る位 置 に あ った。 購 買 ・販 売 過 程 を牛 耳 っ

て い る 問.屋の支 配 権 力 は絶 大 で,た とえ ば,中 島商 店 は栗 原 工 場 に3 ,4千 円

の手 形 貸 し をす るほ どだ った駄

6の 同上書,42ペ ージを参照。

6D同 上.書,46ベージを参照.

62)同 上書,48ペ ージを参照.し かし,こ の手形貸しにしても.イネの納入する商品で売れ残るも/
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しか し,明 治3⑪年代に入って紋織物といった栗原工場の特産品が出て くると

いう段階になると,顧 客の嗜好の情報提供1原 料供給 ・販売の独占等によって

保持 していた支配権力は相対的に低下し,よ り対等な相互関係になっていると

いえる。

次に下機であるが,こ の時期から製造上の下請工場が存在 した。取引方法 と

しては稲工場から糸を渡され,織 りあがった反物は直接問屋に搬入され,問 屋

と栗原 との決済が済むと販売価格から栗原の利益,糸 台が差 し引かれた金額が

支払われる。初めは借機で始めるわけであるが,賃 機の利潤で全部 自己の機 と

なる。 しか し,糸,製 造方法,販 売先等の経営過程のすべてを栗原稲工場に依

存 しているわけで,直 接的な法律的所有関係がないとしても実質的従属関係に

あったといえる。いわば,栗 原工場 とは別の主体が存在しているが,事 実上,

栗原工場の枠内にあったといえる。

明治20年 代の下機工場を見てみると,当 工場傘下にあって技術を磨き,経 営

規模を拡大 したのちに独立した工場 と観工場の新技術についてゆけずに下請関

係から脱落 して行 った工場 とに大別される眺 明治3⑪年代は,か な り多くの下

機を使 っているが,35年 以降に紋織物を扱わせたのは,幸 八の支配権力のとこ

ろで説明した理由で,当 工場の向側にある八下田だけだった鋤。.

4)ウ メの構造的位置

明治33年 に幸八 と結婚 したウメは,そ れまでイネの妹である 「常」の労働を

代替することになる。つまり,イ ネの指示によって,工 女の配置,糸 配 り,ノ

ルマの設定等々の作業管理機能の一部を果たした陶のであり,特 に,機 経とい

う作業は経験が必要で,石 井軍之進 と2年 間,遂 行 した。

イネが..[場長,幸 八が技師長兼営業係とすると,ウ メは人事係 といえる位置

＼のが ない とい う信 用に対 する ものであって,稲 工場 におけ るイネの存在 の大きさをうかがわせ る

ことであ るカ㌔

63)同 上書,126ペ ージを参照。.

64)同 ヒ書,130ペ ージを参照。

65)同 上書,95ペ ージを参照。
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で あ った とい う剛。 人 事 とい っ て も.工女 の ノ ミ ・風 の 除 去 か ら 食 事 の 準 備 と

い った 身 の 回 りの 世 話 一般 を 引 き受 け てい た とい う こ とで あ る、

5).賃 金 労働 者 の構 造 的位 置

明 治20年 代 の 栗原 工 場 は徐 々 に経 営 規模 が拡 大 して い く とは い え,産 業 全 体

からい之ばまだまだ小規模であった・明治27年 の段階で・男の職工4人,タ の

駿.1:35人である。明治20年代の前半はほとんど下位の管理機能をイネ一人でこ

なし,中 ・後期はイネとその家族が行 っていたのである。

では賃金労働者は,法 律的な意味で購買されたということによって物言わぬ

奴隷であったかと卜うとそうとはいえない。他の労働手段 ・労働対象のような

物的対象とちがって,労 働力 とい う商品は労働者から切 り離すことができない

という特殊性が存在する。それを社会体制 トの前提 として,こ の時期の栗原工

場の労働過程を考えると,手 機中心であることは,労 働者に内在する労働技能

が商品め競争力を直接左右する。すなわち,イ ネの技術力が商品の売れ行きを

大 きく左右 したように,熟 練女工たちの熟練度が商品に直接反映 し,商 品の売

れ行 きを左右 したといえる。こういう状況では,イ ネの命令 ・指図が一方向的

に完全に伝わるとは言えず,熟 練工の熟練性そのものまでイネが思い通 り左右

で きたと言 うことはなかったと考えられる。明治2⑪年代の女工 は熟練女.1二で

あったから,待 遇面δりは明治30年 代の反織女工に似ていたと思われる。これも

商品生産上の女工らの熟練性という経営構造上の戦略的位置からくるものであ

る。

明治30年代 にはいると,工 女100人 の内,一 本立ちの反織が40人,残 り60人

は年期工女で,男 の工員は全部で8人 である。一定の経営規模 になると作業機

能以外のすべての機能をイネと幸八だけで行えるはずもな く,特 定の賃金労働

者が担 うようになる。職人は工女らとは違って,商 品製造上,相 対的に重要性

を持っていたわけであるか ら給料は一般工女よりも多かった。 これは制約的支

66)同..ヒ 書,101ベ ー ジ を参 照 。

67)同 上 書,87ペ ー ジ を.参照.
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配権 力 の 反照 で あ る と言 え る。

賃 金労 働 者 の 中 の数 の 上 で の 中 心 で あ る年 期.「女 は,大 抵,田 舎 で 糸 扱 い を

して お り,半 熟 練 で あ った た め に一 人前 の織 子 に 育 て る の に苦 労 は なか った 。

しか し,彼 女 ら は仕 事 が 辛.く逃 亡す る こ と も多 く,外 出 は制 限 さ え さ れ て い

た弼}。この 時 期 の 日本 で は 工場 法 や 労働 関係 の 法律 な どあ る はず も な く,賃 金

労働 者 は団結 す る こ と もで きず,ま さに 彼 女 らに は 「逃 亡 」 とい う方法 しか 残

さ れ た 手 段(ExitControl)69,.は なか っ た わ け で,制 約 的.支配 権 力 の 行 使 は こ

う して な され た 。 この時 期 は作 業 機 能 以 外 の 機 能 は イ ネ とそ の 家族 で 十 分や っ

て い け るだ けの経 営 規 模 で あ ったが ゆ え に権 限 委 譲 な ど もな く,賃 金労 働 者 の

制 約 的支 配 権 力 はか な り小 さか った とい え る。

5小 括

明治20年 代の支配構造を見てみると,.栗原稲工場は資本金(資 産),生 産額 と

もに増大 しているとはいえ,産 業全体か ら言えば,そ れほどでもない。賃金労

働者の数 もそれほどで もなく,イ ネがあらゆる意味で大活躍 してお り,資 本が

増殖するにはイネなくして不可能という時代であって,そ れに相応するように,

彼女の命令的支配権力は相対的ではあるが,.絶大なものであった といえる。イ

ネの支配力の源泉は資本の増殖運動上の有効性 という点か ら与えられていた。

しかし,そ の支配権力の範囲はあ くまで工場内の彼女 自身が担 う活動部分`

経営過程上の彼女 自身が持つ経営資源 ・経営能力に限られ,そ れ以外は他の主

体(染 屋 ・問屋 ・賃金労働者など)が 担ってお り,そ れ ら諸主体 との相互連.

関 ・相互依存関係を媒介させて,資 本増殖は達成されていた。

この時期,イ ネが担当し得ない知識分野を,幸 八が成長するまでは和市が,

68)同 卜書.86,102ペ ー ジ を 参 照.年 期 ⊥ 女 らの 労 働 条 件 は 劣悪 で,管 巻 場 や 糸 繰 場 で 寝'〔.陽

の あ る うち は 労働 を し,衣 類 を 洗 う ひ ま さ え な く,ノ ミ ・郵 は 当 た り前 で あ っ た とい う.

69)A.Hl膵chrn烈 【yExi,voice,andLoyalty:responsestodec-inein.firms,organisation,andstate,

Cambridge,Mass.,IIarva【dUniversityPress,.1970.(三 浦 隆 之 訳 「組 織 社 会 の 論 理 構 造 退

出 ・告 発 ・ロ イヤ ル テ ィ.』 ミネ ル ヴ ァ書 房,1975年)に お け る 周 知 の概 念 で あ る 。
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成長後は幸八自身が活動を遂行 しており,彼 らの保持していた経営資源の重要

性は商品の販売を大 きく左右するものであったから,資 本にとって重要な存在

であ り,制 約的支配権力を保持 していたといえる。

最:後に,染 屋 ・問屋についてであるが,基 本的には商取引であり,収 益的支

配権力を保持 していたとい.える。 しか し,こ の時期の問屋は特約品を織 らせた

り,金 融的に介入したりするなど,あ る程度の制約的支配権力をも保持 してい

たといえる。

明治30年 に入ると支配構造に変化が起きたといえる。瓦斯模擬風通織の完成

後,順 調に栗原工場が発展 していくかと思いきや市場変化に伴 う競争激化で危

機に陥った。 しかし,イ ネの技能 と幸八の技術との協同酌活動で乗り切った。

特に,幸 八の活動が栗原土場にとって重要であったことによって,司 令的支配

権力を.イネとともに共有 して担ったといえる。

この他,明 治30年代に相対的に制約的支配権力が増大 したといえる存在 とし

てウメがいる。経営規模の拡大は従業員の増大をもたらし,管 理機能の一部を

担 う人格が.イネ ・幸八以外に必要になり,彼 女が一部を遂行するようになった

のである。他方,相 対的に支配力が低下 した存在として,問 屋と賃金労働者が

挙げられる。栗原.L場 が擬風通 という独自商品を売 り出し,そ れが主力商品化

する度.合いが強まるとそれだけ問屋の制約的支配権力は低下し,収 益的支配権

力に特化 したといえる。賃金労働者は数としては増えたものの,大 部分は年期

工女であった。彼女たちは田舎で生活することができないために都会に出てく

るという,前 段階の熟練女工 としてではなかったし,.管理を行うものは皆無で

あった。労働力商品の特殊性から発生する制約的支配権力は保持 しているとい

えるが,前 段階から考えると機械化は進行 し,製 造過程における労働技能の.熟

練性の戦略的意味合いは低下したという意味で,相 対的に低下したといえる。


